




率的活用をはかること。

ｍ基準看護承認基準は，病院単位の承認基準を廃止し，病棟単位と

する。病棟単位は，一般病棟，小児病棟，老人病棟，精神病棟，結

核病棟の５区分により，それぞれ適用すること。

Ｈ）現行基準看護基準の再検討を行い，看護婦，准看護婦，看護助手

の比率を，４：４：２のほかに，特定の病棟において新たな基準，例え

ば２：３：５を新設すること。

㈲1類以上については，准看護婦５年以上の経験者を，看護基準人

員の３０％以内で，看護婦とみなすこと。（看護婦の採用が著しく

困難な地域に限る）

②より高い看護密度が要求される一部の病棟については，より高い

基準看護基準（２：ｌ）を新設し対応すること。

④重症者収容看護加算の点数を６００点に引き上げ，収容承認の枠を

拡大するとともに，精神，結核病棟についても適用すること。なお，

重症加算室は，特別室に固定しないこと。

（５）初診料・再診料

①現行点数を約１０冊程度引き上げること。

②精神病の初診料加算を新設すること。

(6)外来岩窟料（新殿）

①外来患者１人１カ月につき６０点を要求できるものとすること。

②病院は，一定数の看護婦を配置しなければならないことを，医療法

で規定しているが，料金設定がないこともあり，外来部門は大きな赤

字を生じている。従って，この原価を補償すること。

③６０点は，１人１日当りの原価であるが，当面，１カ月に１回とし

て要求するものである。

㈲脳卒中患者については，1カ月以内に限り，「２週間以内」料金

を適用すること。

（工）リハビリ中の患者については，３カ月以上においても３カ月以内料金

を適用すること。

④ＩＣＵ，ＣＣＵの加算については，認定基準および料金を実態に即

して，大幅に改善すること。

(2)室科

①現行点数を約４０％程度引き上げること。

②室料の原価は，施設・面積・冷暖房等のサービス水準により著しく

異なるので，これらの実態により，加算制度を考えること。

③医療法，消防法，建築基準法等の規制があり，これに適合するよう

な建設に要した原価は，補償すること。

④国民の生活水準の向上に伴い，差額病室を希望する患者が増加する傾

向にあるので，病院ごとの差額病床数の制限は緩和すること。

（３）袷食料

①病院給食の質的改善のため約８＄引き上げること。

②栄養食事指導回数，現行月１回の算定を２週間に１回に改善するこ

と。

③基準給食における特別食加算の枠を拡大すること。

（４）看護料（基準看護加算を含む）

①看護要員の給与および関連費用と看護要員１人当りの患者数を勘案し

て，看護料および加算点数を算定すること。

②看護料は，現行点数を約４０％程度引き上げること。

③基準看護の適用を次のように改めること。

資格別看護要員の割合については，看護助手を増加し，看護力の効

」
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(7)肋間看護料（新設）

医療依存度の高い在宅療養者に対する看護婦の訪問指導の料金を新設

すること。

(8)手術料

現行点数を約１０％程度引き上げること。行為の難易度，所要時間，

従事する医師及び看護婦数を勘案して引き上げ率を変え，－率にならな

いように留意すること。なお，処置料についても適正に引き上げること。

(9)レントゲン診断料および放射線治療料

①現行点数を約１５％程度引き上げること。特に赤字の大きいリニア

ック，コバルト等放射線治療の原価を補償すること。

③レントゲン診断料の名称をエックス線診断料に訂正すること。

(1①検査料

検査機器の高度化と多様化に伴い，更に高度な精度管理が必要となる

ため，検査技術料を評価すること。

（11）リハビリテーション関係料金（連動療法，作業療法，言語療法等）

①現行点数を約１８％程度引き上げること。

②施設認定病院外で行われる場合に限り，マッサージ料を新設するこ

と。

③理学療法関係検査料を引き上げること。

④言語療法にかかる治療行為の点数を引き上げること。

（12）田剤関係料金

①入院時薬歴管理料を新設するとともに，薬剤師等の技術料を明確に

評価すること。

②調剤技術基本料および調剤料を適正化すること。なお，保険調剤薬

局の料金との均衡をはかる必要がある。

03）指導■理科･退院時指導料

①医師の指示に基づき，保健婦，医療ソーシャルワーカー，理学療法士，

作業療法士，等が行う指導，相談に対し，指導管理料を新設すること。

②栄養士の指導管理料を実態に即して改善すること。

③医師又は医師の指示を受けて，保険医療機関の薬剤師，看護婦，保

健婦，栄養士，医療ソーシャルワーカー，理学療法士，作業療法士等

が指導を行った場合に算定される退院時指導料を引き上げるとともに，

老人保健法以外にも適用すること。

(14）精神病特殊療法料

精神療法等の技術料の引き上げ，精神科デイ･ケアおよび精神科作業

療法の見直し，（１日取扱数を７５名より引き下げること）ならびに入院

時カウンセリング料，退院時カウンセリング料の新設を行うこと。

(1つ救急医療

救急加算の範囲の拡大，および引き上げを行うこと。

(１６）その他

①特定治療材料

保険適用の範囲を拡大すること。

②デイ・ケア料

精神科以外にも新設すること。

③ケース・ワーク料

新設すること。

④注射手技料

適正に引き上げること。

⑤僻地加算

新設すること。

」
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、老人性痴呆等問題行動があって特別の介護を要する老人患者に対⑥時間外加算

適正に引き上げること。

⑦暖房加算

新設すること。

③その他の加算

人件費の増加に見合うよう引き上げること。

し，特別介護料を新設すること。

4．その他

(1)藁価基準

薬価基準の改定を行なうと同時に，診療報酬の見直しを必ず行なうこと。

（２）検五

検査料の適正化により生じた財源は，必ず原価割れ料金の引き上げに

あてること。

(3)老人医療

老人医療について制度の範囲の拡大．新設・引き上げなど，つぎの改

善を行なうこと。

①一般病院（基準看護承認病院）に特例許可病棟の承認がされるよう

制度改善を行なうこと。

②デイ・ケア運用基準を拡大すること。

なお，在宅老人医療ケアを向上させるためにも，デイ・ホスピタル

を指導すること。

③退院後看護指導料の期間を延長し，指導料を５４０点に改めること。

④一般病院に入院する老人患者にも，特定患者収容管理料（１日２０

点）を設けること。

』
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(参者）

5．診療報酬改定率とその影響 冒護料および基準看護加算現行点数・要求点数

10

」
』
国

基準看護基準別必要看護料(加算を含む）現行料金による収入：（円）

注：引き上げる行為の影曾率を列記して合計したものであるから

薬剤科等引き下げられるものについては，別に考慮する必要

がある。

－１０－－９－

現行.点数

要求点数

(A） (B）

上昇率

(A）％

(1)肴護料

(2)基準看護加算

1）特３類（２：１）

2）特２類（２５：１）

3）特１類（３：ｌ）

４）1 類（４：ｌ）

5）２類（５：１）

６）３類（６：１）
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１

引き上げ率

冊

影響率（診療行為別点数H､成

割合ｘ引き上げ率）

病院

入院時医学管理料 1０ ０６

室料（袷食料を含む） ４８ ２６

看護科 ４０ ２０

基準看護加耳

特３
新設
(特定病棟）

０４

特２ ３４ 1．１

特1 ３０ ０３

1類 ２７ 0.2

２類 ２５ 00

３類 １０ 0.0

初診科 １０ ０２

再診科 １０ ０４

外来看護科
新設

１月１回60点 Ｌ７

手術科 １０ 0３

放射線料 1５ ０６

リハビリ関係料 １８ 0２

合計 １０６

（１）
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社
会
保
険
診
療
報
酬
は
、
医
療
費
抑
制
策
の
も
と
二
度
の
実
質
的
マ

イ
ナ
ス
改
定
に
よ
り
、
六
年
有
半
据
置
か
れ
、
本
年
三
月
僅
か
な
手
直

し
を
実
施
し
た
も
の
の
、
こ
の
間
の
人
件
費
お
よ
び
物
価
の
上
昇
は
、

病
院
の
経
営
を
長
期
に
亙
っ
て
圧
迫
し
て
い
る
。
今
に
し
て
診
療
報
酬

の
適
正
化
・
合
理
化
が
行
な
わ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
れ
ば
、
病
院
経

営
に
破
綻
を
き
た
し
、
医
療
は
荒
廃
し
、
良
質
の
医
療
を
国
民
に
提
供

す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
も
の
と
な
る
。

か
つ
ま
た
政
府
は
、
昨
年
十
月
健
保
本
人
一
割
負
担
を
実
施
し
、
来

年
六
月
よ
り
弱
者
た
る
老
人
患
者
の
負
担
増
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る

こ
と
は
、
国
の
福
祉
政
策
に
も
逆
行
す
る
悪
政
と
謂
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
う
え
、
昭
和
二
十
七
年
よ
り
医
療
の
公
共
性
か
ら
実
施
さ
れ
て

い
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
係
る
事
業
税
の
非
課
税
措
置
の
撤
廃
を
は

か
ら
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
甚
だ
遺
憾
の
極
み
で
あ
る
。

こ
こ
に
本
大
会
の
開
催
に
よ
り
政
府
の
方
針
に
反
省
を
促
し
、
国
民

医
療
を
守
る
立
場
か
ら
、
左
記
事
項
の
実
施
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
決
議
す
る
。

三
、
政
府
は
、
老
人
患
者
の
自
己
負
担
増
加
を
中
止
す
る
こ
と
。

｜
、
政
府
は
、
わ
れ
わ
れ
の
策
定
し
た
病
院
診
療
報
酬
改
定
要
求
を
直

ち
に
実
施
す
る
こ
と
。

、
政
府
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
対
す
る
事
業
税
の
非
課
税
措
置

を
存
続
す
る
こ
と
。

昭
和
六
十
年
十
一
月
十
二
日

国
民
医
療
を
守
る
た
め
の
決
議

国
民
医
療
を
守
る
全
国
病
院
大
会

記

」
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ｌ
」
②
』
Ｉ

日
本
看
護
協
会

日
本
病
院
薬
剤
師
会

日
本
栄
養
士
会

全
国
病
院
栄
養
士
協
議
会

日
本
臨
床
衛
生
検
査
技
師
会

日
本
放
射
線
技
師
会

日
本
理
学
療
法
士
協
会

全
国
病
院
理
学
療
法
協
会

日
本
作
業
療
法
士
協
会

日
本
医
療
社
会
事
業
協
会

（
順
不
同
）

新
潟
県
病
院
協
会

愛
知
県
病
院
協
会

岐
阜
県
病
院
協
会

石
川
県
病
院
協
会

富
山
県
公
的
病
院
長
協
議
会

三
重
県
病
院
協
会

滋
賀
県
病
院
協
会

京
都
府
病
院
協
会

京
都
私
立
病
院
協
会

大
阪
府
病
院
協
会

大
阪
府
私
立
病
院
協
会

奈
良
県
病
院
協
会

和
歌
山
県
病
院
協
会

兵
庫
県
病
院
協
会

兵
庫
県
私
立
病
院
協
会

広
島
県
病
院
協
会

鳥
取
県
病
院
協
会

島
根
県
病
院
協
会

山
ロ
県
病
院
協
会

愛
媛
県
病
院
協
会

福
岡
県
病
院
協
会

長
崎
県
医
師
会
病
院
部
会

横
浜
市
病
院
協
会

川
崎
市
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このままでは、良心的な、良質な医療を提供する病院の崩壊も避

け錐いものと思われる．厚生省の調査による一般病院として刀自

治体、日赤、厚生連．済生会．共済連等の公的病院２０')グ)今年ｂｊｌｇ）

務ｸｌｉ年計による医業収支は１１)'１円の収入を上げるのに甲表病院は１０２

円１０銭、乙表病院は１０２円６０銭のＲ用を要している。

このことは、補助金のある、税金のかからない公的病院の経営か

原価を割り、赤字であることを示すものである。

従って．補助金のない税金を納めている、良心的な良質の医療を

提供する私的病院は、正にその経営が危殆に類していると言っても

決して過言ではない。

病院経営にあたって、無駄の排除、節約、経営の合理化、人件費

のＮＭｌ設備投資の節減等々はもちろん実行済みであり、既にその

極限に達している。

厚生省当局も技術料重視の診療報酬体系を確立し、医療目を適正

化し、民間医療機閲に対しては、税制面、融資面で優遇し、良質な

医療機関の経営の健全化を計ると言明している､医療機問の中に

も、少数ながら立地条件その他により、経営の良いものも確かにあ

る．しかしながら、昨年の経常利益は上位100の医療機関の総計額で

も、製藁メーカーで第１位の１社５３４は円の８７％にしか当たらない．ち

なみに製藁メーカー上位５０社の経常利益は４，６４８０９５，２００万円で、医

薬品卸業者の上位５０社では５６１億４，８００万円を示している．

各メーカー、卸藁者は販売促進日と称し６万人以上も有し多額の費

用を使っていての利益である．製藁業界も毎年の薬価引き下げで経

営が苦しくなってきているという。

しかしながら、欧米先進国に比し少ないとはいえ、拡大再生産の

ための研究開発費を多額（昭和５９年度100～300億円以上６社、

50～００億円５社、１７～４０億円Ｏ社計２０社1,680億円、総計約３，０００

億円一売り上げ額の平均８．８％－）に費している．厚生省は新薬の価

格設定において、研究開発■、拡大再生産費を加味して決めてあると

いう．

しかし、社会保険の診療報酬設定においては．医学医術の進歩を医

医療費を改訂し老人患者の負担増を避け

事業税の非課税措近の存続を要望する

代表委日

会長
病院診療報酬遺正化推進会議
社団法人日本病院会

言昔１訂§デテブビ

医療受の高庇は世界の趨勢である．医学医術・藁学の進歩、人口

の高齢化、疾病構造の変化が最大の要因である．加えて国民の生活

水準の向上に伴うよりよきサービスへの要望があるからである．

我が国民の健康水準は医学医術の進歩、医療供給体制の整備、公

衆衛生の進展、国民皆保険制度の実施と医療従事者の絶ゆまさる努

力により今や世界第１位に達した．

１）医丘縛已費己文言丁］
い
、

政府は国の財政赤字解消を名目に、この数年来公的負担を減らし、

急激なる医療受抑制策をとってきた．社会保険診療報酬は、昭和５６

年６月および昭和５９年３月に改訂されたが、いずれも同時の薬価基準

の大幅な引き下げにより、マイナス改訂となった．漸くこの３月１日

より病院は実質１．６％アップとなった．

一方この間、物価・人件費は２５～３０％も高廃している．事実、水道・

ガス・電気・国鉄・バス等の公共料金は平均２２．２％の上昇を示して

いるのである．その結果病院の経営は長期にわたって近迫している。

即ち、医療機関の倒産は昭和５６年から昭和５９年の間、昭和５６年３５件、

負債額２１６位円余．昭和５７年４３件、負債額１６６位円余．昭和５８年５４件、

負債額466位7,450万円．昭和５０年６８件．負Ｎｉ額289値円となっており．

今年は７月までに既に２２件、負債額２１３億円余となっている．

さらに社会保険診療報酬支払基金の調査では、債権譲渡、差し押

さえ命令等を受けているものは数百件にのぼるという．従って、年

末までには倒産が続出するであろうと言われている．

２－－１



厩の現場でとり入れ、また生活水準の上昇により、よりよきサービ

スを求めようとの国民の要望に応えたくとも、医療機関には拡大再

生産費用が認められていないのは、不合理ではないか。

今や病院の医療費の中にも、医学医術の進歩、国民生活水準の向

卜同民の要望の多様化高度化に対処するために、物的人的整備充実

に向かって拡大再生産民をとり入れた医療畳改訂を行うことこそ、

国民健康水準、世界第１位を雄持し、人生８０年型、福祉社会に対処

できる所以である。医療費は健康への投資である。健康は何よりも

大切である．

いずれにしても、病院において経営効率の改讐努力をするにして

も限度がある。長期にわたる経営逼迫の結果、背に腹は代えられず、

経営的に有利な医療提供にのみ走り、高度・先駆的、および救急・

新生児・リハビリ・へき地医療等の不採算医療を放棄するように巻

ったら、国民の健康水準は低下し、国民の不幸は極めて大きいと言

わざるを得ない。

今こそ直ちに原価剤れ診療鍋酬を適正に改訂しなければ、国民に

とっても、病院にとっても、重大なる局面に達することは火を見る

より明らかである。

幸い、政管健保は４年続いて黒字であり、昨年度も2,040億円の黒字

決算であったし、健康保険組合も、所得補償としての傷病手当金２千

数百位円、保健施設費に1,917億円支出して尚かつ２，６１１億円の多額

の黒字であった．

従って、健康への投資の医療受財源はあるのである．我々は国民

の健康水準の向上を雄待するため、病院経営健全化を計るためにも、

原価割れ料金の是正として技術料を中心に室科（現在１，１６０円、国民

宿舎2,600円）、給食科（現在１日３食1.270円、国民宿舎２食2,200円）

入院時医学管理料、診察料、手術料、外来看護料を含む看護科、放射

楳料、調剤料、リハビリ科等のアップを拡大再生産費を含み病院診療

報酬の１０．６%のアップを要求するものである。小濠辰男氏、橋本龍太

郎氏も、人事院勧告により、人件■がアップする以上医療費は毎年

あげるべきであると言明されているのは誠に正しい言である．

２）毫三ﾉﾋﾉ豊美宅『つつ自己獲ヨ主旦士曽を

週全０マナる

政府は老人医療費を老人保健制度の改正、即ち現在の入院時１日

300円の負担２カ月限りを、期限なしの１日500円、外来月400円を

1,000円の負担に引き上げることによって、患者負担を２．６倍（１，５６０

億円）にし、1,000億円の老人医療安城を計らんとしている．老人は

所得が少なく、有病率、受療率も高い弱者である．

折角昭和48年に老人医療費の無料化を計り、政府はこの年を福祉

元年と声高らかに言っていたのに、１２年にして今やこれを放棄せん

としている．現在の老人は、厳しい戦争を生き抜き、戦中戦後身体

をすり減らして働き今日の日本の繁栄を築いた人達である．

この人達に老人保健法を改正して一挙に２．６倍の負担金増をかけ

ることは、老人患者の早期受診、早期発見、早期治療を遅らせること

となり、国の福祉政策に逆行するも甚だしいと言わざるを得ない．

ここに我々病院人は弱者たる老人と共に老人医療費の自己負担増

に反対するものである．

］
四
ｍ

３）ネi二会ｆ呆岡食言今須戻幸授酎ＨＯニイ系る車券匡赫ｆ

クフヲ仁言栗禾見才昔匝クフマ字糸売

大蔵省は社会保険診療報酬に係る事業税の非課税の特別措置を来

年度から廃止しようとしている．

このことは、次に述べる理由により、病院医療の本質にとって、

誠に重大なことである．

医療法の第７条において、病院または診療所は、営利を目的として

はならない、と規定されているばかりでなく、人命救助、救急医療、

学校医、住民検診等地域医療など非常に公共性が高く、医師法第１９

条で、医師は、診察、治療を求められた場合は正当な事情がない限

り拒否できないことになっており、医療とは人命に結びつき、奉仕

性の強いものである．

３－ ４－



国保および社会保険診療報酬は、全国一律の公定の公共料金で、

技術的報酬を主体とし労働性が強く、所得税は源泉徴収されるなど、

給与的性格をもっている．これに他の営利事業と岡しように事業税

を課することは全く不合理極まるものである．

自民党医療基本問題調査会会長橋本龍太郎氏は「事業税を課し

た場合、公害や目賠宜診療は社保の１．５～２倍となっており、事業税

を課して営利と認めた瞬間、社保の点数引き上げ要求を拒否できむ

くなる．

同様に学校医の報酬を初診料相当額で算定したら現行の３８億円が

1,106億円、３才児検診の５億円が20泣円弱となるように、予防接種、

民間に多く依存する休日・夜間・救急診療、へき地巡回診療、健康教

育などの手当・鍋酬を引き上げたら膨大な頓になる．

事業税を賦課した場合地方税が600億円増収になるとしても差し

引き国にとって大きなマイナスになる」と言明されている．

万一事業税賦課ともなれば、これにより病院が営利化され、株式

会社化されたら、一体国民の被害はどうなるであろうかと思うだに

身ぶるいを感ずるものである．このことは、公的医療機関が無税で

あるだけに、厚生省が税制面で民間医療機関の経営の住全化を計る

と言明している主旨に反するものである．

万一、この事業税が課せられると、拭江では、固定資産税の他に既

に払っている法人税・県民税・市民税に加えて、加算され所得の６２％

以上の課税となり、年間１０徳円の診療収入のある医療法人では事業

税分として更に480万円余の増税となる。また年間２２億円の収入の医

療法人は更に3,650万円余の屯税となる．

これでは、民間病院は相当数破壊するであろう。

私は、ここに声を大にして、従前通り社会保険診療報酬に対して

非課税措匠を強く要望するものである．

以上、私は良質な医療を提供し、国民福祉を守るため、原価別れの

病院診療報酬を即時改訂し老人医療費の自己負担増反対、社会保険

診療報酬についての事藁税の課税反対を強く要望するものである．

曾参痴区幸授百ｿH己文言丁二牢且と￣そつ＞涙剣目Ｐ

入院時医学管理料

新没
（特定病棟）

」
②
『

汀設

(１月１回60点）

リハヒリ関係科

注：引き上げる行為の形■率を列記して合計したものであるから薬剤

料等引き下げられるものについては、別に考慮する必要がある。

６－５－

引き上Iﾃｮﾘ３

％

1i11ili$l:瀧雪
引き上(テゴ&〉

病院

入院時医学管理料 1０ 0.6

室科（給食料を含む） 3１ 1.7

看護科 5５ 2.0

基準看護加互

特３
新設
(特定病棟）

0.4

特２ 3４ 1.1

特１ 3０ 0.3

１類 2７ 0.2

２類 2５ 0.0

３類 1０ 0.0

初０，科 10 0.2

再診科 1０ 0.4

外来看護科
新設

(１月１回60点）
1.7

手術科 1０ 0.3

放射線料 1５ 0.6

リハビリ関係料 1８ 0.2

合計 ｌ０ｂ６
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に引き上げることによって、患者負担を2,6倍（１，５６０億円）にし、１０００億
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い弱者である。

折角昭和４８年に老人医療費の無料化を計り、政府はこの年を福祉元年と声高ら

かに言っていたのに、１２年にして、今やこれを放棄せんとしている。現在の老人

は、厳しい戦争を生き抜き、戦中戦後身体をすり減らして働き今日の日本の繁栄を

築いた人達である。

この人達に老人保健法を改正して、一挙に2,6倍の負担金増をかけることは、老

人患者の早期受診、早期発見、早期治療を遅らせることとなり、国の福祉政策に逆

行するも甚だしいと言わざるを得ない。

ここに我々病院人は、弱者たる老人と共に老人医療費の自己負担増に反対するも

のである。
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昭和６０年１２月日
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日
誌

診療報酬改定等に関する要望蜜
１．要求の趣旨

昭和53年３月の診療報酬改定は、病院にとって、実質2.4％の収入減となり
病院経営を一段と悪化させた。５９年10月の健保本人一割負担の実施により、経
営状態はさらに悪化し、６０年３月の改定は、平均的には2.2％の増収となった
が、物価や人件費の高腿に見合うものではなく、特に小病院においては実質的
な増収とはならなかった。
このような情勢の下で、病院の経営は逼迫の度を増し、医療の荒廃を懸念させ
るようになってきていねので、拡大再生産費を含め診療報酬を適時適切に改定
して、良質の医療が継続発展できるようにしなければならない。

２．要望項目

｝
一
○

（１）入院時医学管理料

（２）室料、給食料を含む
（３）看護料
に重点を置き以上の項目について次の如き新設及び改定を要望します。

Ａ新設を要望するもの

１）基準看護加算特３類（２：１）の新設４７５点
２）外来看護料の新設月１回６０点
３）検査、レントゲン検査の時間外加算の新設

Ｂ現行点数の改定を要望するもの
１）着護料１１１→１７２点
２）基準看護加算

特２類２７８－，３４５点
特１頚２１２→２５９〃
１類１２３→１５０〃
２額７２－，８５”
３額４０→４２〃



mIU60年12月日 ３．外来看護料の新in

医療法にもとすき、各科別に患者３０人に１人の看覆蝿を配岡することとな

っており、これが完全に赤字部門となっているので新殿すること．

Ⅲ

４．入院室IDI等の適正評価

社団法人日本病院会

会長路橿芳夫

（１）国民の生活水準の向上に見合った入院室料の評価をすること。

（２）差額病室を希望する患者が増加する傾向にあるので、病院ごとの差緬

病床数の制限は緩和すること．

（３）基準寝貝遡備点数を引き上げること

（４）給食料および医療用食品加算点数を引き上げること．冒会霧【幸艮団Ⅱ己SZ定（二つし、￣て０つ蔓皀菫旦

昭和59年３月の診療ﾘ81副改定は、病院にとって、実質2.4％の収入減となり、

病院経営を一段と悪化させた。５９年10月の健保本人１割負担の実施により、経

営状況はさらに悪化し、６０年３月の改定は、平均的には2.2％の姻収となった

が、物価や人件費の高履に見合うものではなく、特に小病院においては実質的

な増収とはならなかった。

このような情勢の下で、病院の経営は逼迫の度を増し、医療の荒廃を懸念さ

せるようになってきているので拡大再生産費を含め鯵DCWH田を適時適正に改定

して、良質の医療が継続発展できるよう次の事項の改定について格段のご囲慮

をお願いします。

５．レントゲン診断ICIおよび放射線治療101の適正評団

６．田剤関係の適正評価

（１）薬剤師の技術ISIを明確にすること．

（２）入院時薬歴管理料の所811゜

（３）関剤技術基本料および調剤料の適正評価（保険調剤薬局のIGl金との均

衡）

￣

←

１．初診料、再診料および入院時医学萱理科の引き上げ

（１）医師技術料評価の中心であり、特に朋間計算において疾病の重症度に

より運用すること。

（２）病院外来、専門外来（高血圧、甲状便、■尿病、FIH病、アレルギー）

を評価すること。

２．着蔑料の重点評価

（１）看護料および特に基準看護加算の引き上げ（高度の基準になるにつれ

て赤字が多くなるため）．

（２）より高い看渡密度が要求される一部の病僚については２：１の看覆基

準（特３頭）を所段すること。
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１．総論 ２．各論

疾病構造の変化．人口の高齢化、医学医術の進歩により、医疲、

福祉を中心とする社会保障体制に重大な変化が生じている事は単に

我が国のみならず世界的な趨勢であります．昭和56年６月以降政府

は、物価人件費の上昇に全く無関係に医擦費抑制策に終始してきた

と共にその間の薬価基準の切り下げは45.8％（昭和53年２月以降）

に及んでいますが、良質なる医療の供給並びに医療費の節減に対し

て、我々は重大なる関心をもって努力しているところであり、その

為に政管健保は昭和59年度において約2,000億円の黒字決算を示し

また組合健保においても、同様黒字決算を示しています．

緊急改訂要求項目

①初診料・再診科アップ

②室料倍額要求

③給食料のアップ

④看護料の大幅アップ特に基礎看護料の大幅アップ

］
』
四

⑤医学管理科の大幅アップ逓減方式の緩和その一方で医療機関の経営は赤字決算の傾向にあり、加えて保険法

の改正並びに老健法の発足による受診者の自己負担額の導入政策が

引きおこす受診率の低下並びに国民の医擦受診に対する遅滞等の現

象も見逃す事ができない実態であります．

⑥処置料のアップ

⑦薬価基準は薬効群を広げ、出来るだけ小幅に平等になるよう

配慮してほしい。殊に医薬分業の不可能な注射については小

幅にしてほしい。

現状況が続くならば医療法改正の附帯決駿にもある医療機関の経営

の安定は不可能となり、国民の健康の保持に支障をもたらすことに

なります。

◎検査料の大幅引き下げは絶対反対である.

したがって我々は医療費の改訂を強く要望します。



昭和６１年２月８日

３．外来部門の適正評価

一一外来看詔料の新設一一

病院は医療法にもとずき、各科別に患者３０人に1人の看護婦を配置

することとなっているので外来看護料を新設すること．

中央社会保険医療協議会

委貴立花銀三段

本病院

橋芳

社団法人

会長

会

夫

日
諾

４．入院室科等の適正評価

（１）国民の生活水準の向上に見合った入院室料（現在国民宿舎の

半分以下）の評価をすること《

（２）義額病室を希望り゛ろ過旨が増力Ⅲ「ろ煩|可にあるので、jiiil塊妊

の差額病床（個室又は２人床）数の制限は縄和すること。

（３）基準による寝具設備加算点数を引き上げること。

（４）給食科、基準給食料、特別食、医療用食品等の加算点数を引

き上げること。

（５）基準給食における特別食加算の枠を拡大すること．

診療報醗改定についての要望

社会保険診療報醗は、昭和ラ6年６月及び昭和ラq隼３月に改定された

がいずれも同時の藁価基準の大幅左引き下げにより、ﾏｲﾅｽ改定とな

った，昨年の３月１日改定により病院は実質１．６％アップとなった．

一方この間、物価・人件目は２５～３０％も高腐している。事実、水

道・オ．ス・電気・国鉄・パス等の公共料金は平均２２．２％の上昇を示し

ているのである。その結果病院の経営は長期にわたって逼迫してい

る。今年４月１日より２．３％アップ〈薬Imi改定分1.5％を振り替え、

実質０．７０６のア.ソプ）ときまった。良質な医療が国民に提供出来、

病院経営基鍾の健全化が図られるよう次の事項について格段のご配

慮を願います。

』
←
Ｐ

５．退院及び在宅医療の促進

（１）退院時指導料、退院時継続看護・指導料の引き上げ。

（２）訪問看護料の適用範囲の拡大及び点数の引き上げ。

１．医師技術料の引き上げ

（１）初診料、再診科の引き上げ。

（２）入院時医学管理料の引き上げ。

（３）手術料の引き上仔‘

（４）各種指導管理料の引き上げ。

（５）放射線治療科およびレントグン診断料の適正評価。

６．詞剤ＢＵ係の通正評価

〈１）薬剤師の技術料を明確にすること。

（２）入院時薬屋管理科の新設。

（３）調剤技術基本科および調剤料の適正評価（保険調剤薬局の料

金との均衡）。

７．総合病院における診療科別の初診科、再診料の算定について。

総合病院は特別な雇準により知事の承認を得て運営されるも

ので、これが取り扱いを廃止されれば、運営に重大な支障をき

たすこととなるので、各科別診療の算定を引き続き存続させる

こと。

２．看護料の重点評価

（１）基本看護料および基準看護加互の引き上げ（組織医療として

の病院人件費の最大を占めるのは看護婦である）。

（２）より高い看護密度が要求される一部の病棟については趾１の

看護睦準（特３類）を新設すること。

（３）ヲ：３：２（４：４：２）の比率の他に病院によっては２：３：５の

比率の基準看護を新設するここ，



這己『&罰Ｉｚ２弼乏イ罫２N食滞IJgﾖＥＣＤ 本年４月から民間医療保険が、生係、損保会社によって発売されることとなった。

本制度の導入は、近年における国民医療費の膨彊、公的保険の役割の見直しと民間

活力の導入等一連の流れの中で、公的保険に一定の限界を設けるという国の施策の

補完的対簸として、医療費の受益者負担部分及び公的保険の給付外の医療サービス

等に対する保険制度として登場したものである．

しかしながら民間保険のあり方如何によっては、国民の医療と福祉のあり方や、

その質的水準の維持向上にも璽大な影唇をもたらすとともに、節度ある医療費体系

とその効率化を阻害するおそれもなしとしないことを菱うるものである．

われわれ四病院団体は、このような施策の検討が医療供給側の団体の直接関与す

ることなく決定されたことを遺憾とするとともに、国民医療の立場から民間医療保

険制度の発足に当り、その運用と今後の医療、福祉の改善等に関し、次のとおり要

勇三及三ｃ二Ｆ２罰す‐る霊冨三二

昭和６１年３月２７日
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社団法人全日本
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一
ｍ

露社団法人日本医
望する．

社団法人…霧
蔓三三昌弓雲巫亙

１．関係官庁及び関係団体による民間医療保険制度検討の場を設置し、病院団体の

代表者を委員として参加させること。

以上

社団法人日本病



顧問・参与

先

'=1義irii壷i幕jIIiT市議ｮili憲司市１
連 緒属所

旧Imli灘研飛
０５２－５５１－６

０５２－８１１－４

０３－４７０－６

０３－３２８－０

０３－９９０－９

愛知県名古屋市西区松前町３－４５
" 南区霞町７８（自宅）

東京都港IX北青山2-5-8ハザマビルヂング内
”世田谷区代田４－１０－１６（自宅）

東京都練馬区中村南３－２４（自宅）

大阪府大阪市住之江区東加賀屋1-18-18

〃住吉区帝塚山中１－８－９(自宅）

三重県津市南新町17-22

〃新町１－２－３６(自宅）

東京都千代田区神田駿河台２－５

０６－６８５－０

０６－６７３－４

０５９２－２７－６

０５９２－２８－５

０３－２９１－２]}'三MJ削り
〃｜大浜方栄|参議院議員'1001東京都千代田区鶏農曇昌皇屋133号室

０３－５８１－３

内５

参:与E分！
輝彦

具澄

良雄

社会保険審査会委員

厚生省病院管理研究所所長

ＮＨＫ解説委員

東京都世田谷区下馬６－４１－７(自宅）

東京都新宿区戸山町１－２１－１３

東京都渋谷区神南２－２－１

神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘188
（自宅）

東京都中央区明石町１０－１

〃板橋区志村１－３４－７－１００４（自宅）

東京都渋谷区神宮前５－８－２

１５４

１６２

１５０

２４０

１０４

１７４

１５０

０３－４１８－５

０３－２０３－５

０３－４６５－１

０４５－３３１－２

０３－５４１－５

０３－９６９－７

０３－４００－８

〃ｌ内田卿子１（財)聖路加国際病院総婦長

〃ｌ大森文子１（ﾈﾆ、日本看護協会会長

"｜平岡栄一’（祖日本病院薬剤師会会長’１５０１東京都渋谷区渋谷２－１２－１５薬学会館’０３－４０６－０

－１４６－





理事

経営主体病院名 所在地 亀

二Li二jiiiil毒itIiiHii
旭川市曙１条１丁目

旭川市神居４条４丁目

盛岡市本町通１－１－１

悪岡市天神町１３－２O

山形市七日町１－３－２６

山形市あこや町２－１４－１

いわき市常磐上陽長谷町上ノ台２

いわき市常磐湯本町栄田７１

白河市横町１１４

白河市昭和町２４９－３

会津若松市一箕町大字鶴賀字

船ケ森東１８１－l

会津若松市日新町６－１７

比企郡小川町小川１５２５

東松山市大字高坂１３９１－１

中央区明石町１０－１

北区田端５－５－２

情瀬市旭が丘１－２６１

練馬区東大泉３－３８－１０

千代田区内幸町１－３－２

目黒区上目黒３－３１－５

秦野市桜町１－４－５

藤沢市辻堂東海岸４－１４－４

相模原市橋本２－８－１８

相模原市相武台２－２－１８

横浜市神奈川区入江２－１９－１

横浜市中区石川町２－７８

横浜市保土ケ谷区上星川町391

横浜市保土ケ谷区上尾111町391

宮山市今泉292

宮山市高屋敷８５５－４

甲府市中央１－１２－６

甲府市中央１－１２－６

駒ケ根市赤穂３２３O

駒ケ根市赤穂４１４５

岐阜市野一色４－６－１

岐阜市光明町３－３－２

松本アイリス４１４号

岐阜市一番町l

岐阜市一番町１

静岡市北安東４－２７－１

静岡市緑町８－４

瀬戸市西追分町１６０

瀬戸市南山町３－３８

名古屋市中区栄１－３０－１

名古屋市東区泉１－１７－３
第２オレンジビル８Ｆ－Ａ

日赤

自宅

都府県

自宅

市町村

自宅

市町村

自宅

厚生連

自宅

公益法人

O166-22

0166毛【

0196-5（

O196-24

O236-Z

O236-31

0246-4〔

0246-42

02462-2
02482-Z

0242-2E

０７０

０７０

０２０

０２０

９９０

９９０

９７２

９７２

９６１

９６１

９６５

〃ｌ福島県｜遠藤良一ｌ白河厚生総合病院

”｜福島県｜星源之助｜総合会津中央病院

自宅

日赤

自宅

公益法人

自宅

医療法人

自宅

医療法人

自宅

日赤

自宅

厚生連

自宅

医療法人

目宅

個人

自宅

市町村

自宅

医療法人

自宅

市町村

自宅

都府県

自宅

0242-27

0493-72

0493-34

03-54］

03-821

0424-9］

08-922

03-50Z

O3-712

0463-81

0466-34

0427-72

0462-5］

045-401

045-641

045判0】

045-371

0764-22

0764-21

0552-33

0552-33

02658-2

02658-3

0582-45

0582-53

９６５

３５５－０３

３５５

１０４

１１４

２０４

１７７

１００

１５３

２５７

２５１

２２９

２２９

２２１

２３１

２４０

240

930-11

930-11

４００

400

399-41

399-41

５００

５００

；に::|:辺露:に船霞
〃ｌ東京都｜幟本正慶ｌ職本病院

催｣蕊
昭和伊南総合病院

に叩難 岐阜県立岐阜病院

藤掛第一病院

静岡県立総合病院

〃ｌ岐阜県｜藤掛敏 個人

自宅

都府県

自宅

市町村

自宅

医療法人

自宅

０
０
０
０
９
９
０
１

０
０
２
２
８
８
６
６

５
５
４
４
４
４
４
４

Ｐ
院
Ｕ
Ｆ
【
〕
［
〃
０
Ｅ
」
炉
〃
」
ゲ
ノ
」
勺
０
凸
勺
■
ｊ

（
、
）
〈
【
〉
４
４
Ａ
詩
ｎ
ｘ
Ｕ
（
ｘ
）
、
〃
＠
Ｆ
【
）

一
一
一
一
一
－
，
〃
』
〈
ｕ
Ｊ

ｎ
〃
』
、
〃
』
、
夕
ｃ
、
〃
』
勺
Ⅱ
上
④
日
上
一
一

８
８
別
別
弱
研
皿
田

冊
佃
０
０
０
０
０
０

〃｜静岡県’三好秋馬

公立陶生病院〃｜愛知県｜寺田守

岡山病院〃｜愛知県｜岡山義雄

－１４８－



都道府県 経営主体病院名 所在地 電話

事ｌ愛知県 太田元次 名古屋抜済会病院 公益法人

自宅

済生会

自宅

名古屋市中川区松年町４－６６

名古屋市昭和区御器所3-3-12

大阪市北区芝田２－１０－３９

吹田市古江台１－２０－１０

nh丁ロロ亨陰壱一」託１－１－ｈ度

４５４

４５４

５３０

５６５

052-652-7711

052-881-0306

06-372-0333

06-872-0810

-06=８月q-0121

-06-66】-889匹子

06-351-5381

0798-36-6000

078-576-5251

078ﾖ452-7963

”ｌ大阪府 豊島正忠 済生会大阪府中津病院

=七"

蚕
夫阪用ｐ１占居野区兆1国F3-9-丑

大阪市｢大淀区天神橋７－５－２６

西宮市霞町４－１７

神戸市長田区一番町２－４

神戸市東灘区本山北町
４－７－５９－１３０６

加古川市米田町平津５９６

加古川市米田町平津６２９

尼崎市杭瀬大崩１

伊丹市鈴原町７－４９－２

神戸市兵庫区荒田町１－９－１９

神戸市兵庫区荒田町１－１１－１

御所市池之内１０６４

御所市大字柏原１６０４

和歌山市友田町２－２８

和歌山市新内２１７

和歌山市塩屋６－２－７０

海南市日方１１８８

岡山市丸の内２－１－１０

岡山市北方３－７－４１－１

山□市八幡馬場５３－１

山ロ市後河原３３

高知市新本町２－１３－５１

高知市薊野２０１８

高知市入明町１－５

高知市大川筋２－７－３

福岡市南区大楠３－１－１

福岡市南区筑紫丘２－１８－２６

長崎市寵町７－１８

長崎市平野町２１－９

熊本市段山本町４－３８

熊本市水前寺公園２７－１

;に:|::童liiﾆﾋﾞ西:鼻:隙
》舵叫臨認醗》舵》舵》舵副舵晦臨蒜舵》舵啼舵》眈罹舵
療
療
療
療
療
療

院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院
院

》一峠》羊｝》》『い》巨州
会明
彦
郎
溢
生
苗
宏
一
彬
雄
誠
治
一

次
・
行
知

了
香
正

一
登
光
義

野
村
原

村
藤
原
冨
崎
村
塚
永
浦

平
北
小
南
中
遠
榊
吉
長
岡
鍬
岩
三

県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県
県

庫
庫
庫
良
珈
剛
山
ロ
知
知
岡
崎
本

兵
兵
兵
奈
和
和
岡
山
高
高
福
長
熊

５
５
０
４
２
２
皿
皿
０
０
１
２
０
０
３
３
０
０
０
０
５
５
０
２
０
２

７
７
６
６
５
５
ケ
少
４
４
４
４
０
０
５
５
８
８
８
８
１
１
５
５
６
６

６
６
６
６
６
６
岡
田
６
６
６
６
７
７
７
７
７
７
７
７
８
８
８
８
８
８

0794-31-0234

0794-32-3549

06-488-1851

0727-81-1785

078-521-1222

078-531-3849

07456-2-2058

07456Ｆ2屯765

0734-31-0351

0734-22-5138

0734-44-1600

07348-2-8035

0862-25-1921

0862-22-2084

0839-23-0111

0839-22-0270

0888-22-1201

0888－45-7284

0888-22-5155

0888-25－2626

092-521-1211

092-541-4401

0958-21-1214

0958-44-1984

0963-54丁9163

0963-84-0192

]1WfM:FWI＆扇Fli県:柳Wii
川崎市)||崎区駅前本町３－１

逗子市小坪４－８４５－１５清風庵

西茨城郡友部町鯉渕６５２８

水戸市河和田東原１４９－１

２１０

249

309-17

311-41

044-244-0131

Ｍ68-73-3662

02967-7-1121

0292-52-6865

菫に:に＊浜測illiJ蕎騨騨測|鰯
－１４９－



代議負

経営主体都道府県 病院名 所在地 電役職名

７
２
４
７
４
０
０
２
４
０
３
０
９
０
９
０
１
４
９
１
０
６
６
９
０
０
０
２
１
５
４
６
０
９
８
３
９
０
０
９

５
６
３
３
２
２
８
８
１
１
９
９
６
６
０
１
１
２
２
７
７
６
５
８
８
８
４
０
６
２
１
６
１
２
３
２
５
５
３
３

０
０
０
０
０
０
９
９
０
０
９
９
９
９
３
３
３
３
３
３
３
３
３
２
２
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
９
９
９
９LllDii

浦河郡浦河町東町ちのみ1-2-1

札幌市白石区平和通３丁目
北２－３

+和田市西１２番町１４－８

五所川原市字一ツ谷１６０

北上市花園町１－６－８

盛岡市肴町２－２８

仙台市清水小路３－１

仙台市長町２－４－１８

大曲市通町１－３O

秋田市南通みその町３－１５

長井市宮３７８

山形市桜町２－６８

伊達郡国見町大字塚野目字
三本木１４

福島市北町１－４０

西茨城郡岩瀬町大字鍬田６０４

水戸市宮町３－２－７

東茨城郡大洗町大貫町９１５

大田原市住吉町２－７－３

河内郡南河内町大字薬師寺
３３１１－１

前橋市朝日町３－２１－３６

高崎市上佐野町７８６－７

深谷市大字上野台８５６－１

上福岡市上福岡１－１４－７

香取郡小見川町南原地新田４３８

干葉市長ＮＩ２－２１－８

武蔵野市境南町１－２６－１

品川区東大井５－８－１２

千代田区九段南２－１－３９

新宿区西落合１－２７－１O

葛飾区東金町４－２－１０

北区中里１－５－６

杉並区和田１－４０－５

)||崎市川崎区新川通１２－１

相模原市淵野辺３－２－８

横須賀市小矢部２－２３－１

横浜市港北区日吉本町１９６６

北蒲原郡水原町岡山町１３－２３

新潟市西有明町１－２７

富山市西長江２２０

高岡市戸手町３－１５－１１

01462-2-1

011-861-1

01762-3-（

0173-34-：

0197-64-,

0196-23-1

0222-66-’

0222-48-（

01876-3-1

0188-33-：

CC388-4-Z

O236-23-i

O24585-2

0245-22－’

02967-5-（

0292-31-〔

O2926-7-l

O2872-3-］

0285-44-2

0272-24-4

0273-47-ｺ

0485-71-ｺ

0492-62-（

04788-2-（

O472-27-〔

0422-32-〔

03-474-2

03-262-（

03-951-〔

03-607-（

03-821-〔

03-381-7

044-233-E

O427-54-2

0468-52-1

044-63-7

02506-2-2

0252-67－1

0764-24-1

0766-63-1

戸
田
武
村
光
内
野
寺
嵐
戸
橋
田
宿
辺
宅
沢
藤
本
崎
木
上
林
戸
羽
瀬
川
井
村
地
崎
森
屋
本
田
田
池
崎
木

野
十

嘉
野
末
中
倉
栃
丹
小
五
瀬
高
篠
本
渡
三
林
会
斉
松
長
山
高
井
小
柏
丹
川
中
河
野
金
長
藤
土
山
熊
寺
青
吉
高

也
潔
政
雄
宏
巌
男
郎
卓
士
一
男
尚
光
夫
樹
孝
郎
一
洋
学
夫
一
之
英
久
臣
三
博
朗
夫
郎
平
章
敬
春
郎
卓
亨
弘

喜
次

与

達
保
登
・

三
淳
泰
浩
昭

正
和
茂
達
清

紹
寿
厚
正
直
貞
三

益
嘉
太
一

正
一

北海道

北海道

青森県

青森県

岩手県

岩手県

宮城県

宮城県

秋田県

秋田県

山形県

山形県

福島県

福島県

茨城県

茨城県

茨城県

栃木県

栃木県

群馬県

群馬県

埼玉県

埼玉県

千葉県

千葉県

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

東京都

神奈川県

神奈川県

神奈川県

神奈川県

新潟県

新潟県

富山県

富山県

員議
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

代
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経営主体都道府県 病院名 所在地 亀

名
巨
貝

職
議
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

役
代

鳥取県立中央病院

野島病院

島根県立中央病院

森本産婦人科病院

岡山赤十字病院

津山中央病院

新見中央病院

社保広島市民病院

鳥取市江津730

倉吉市瀬崎町２７１４－１

出雲市今市町１１６

松江市雑賀本町８２

岡山市丸の内１－６－２０

津山市二階町６７

新見市新見８２７－１

広島市中区基町７－３３

庄島帝南区宇品町-26--19-－

下関市上新地町３－３－８

防府市三田尻１－１－２４

徳島市中通町１－２９

高松市天神前４－１８

坂出市室町３－５－２８

松山市文京町１

松山市大手町２－６－５

高知市丸ノ内１－７－４５

高知市上町３－２－６

福岡市中央区舞鶴３－５－２７

都府県

医療法人

都府県

個人

日赤

公益法人

医療法人

市町村

宮
島
浦
本
本
本
田
木
々

岩
野
杉
森
秋
宮
木
佐

緑

鉄之助

純苣

正紀

若一二

祥郎

恵三

甲子郎

６８０

６８２

６９３

６９０

７００

７０８

７１８

７３０

0857-26

08582-2

0853-22

0852-25

0862-22

08682-2

08677-2.

082-221

0822-55.

0832-31.

0835-22

0886-26．

0878-61.

08774-6

0899-24.

0899-43.

0888-22.

.0888-22‐

092-721.

-092-663

0942-35

0940-42

0952-24.

0952-24.

0958-26.

0958－71.

0963-84.

0963-54‐

0975-32-

0982-32‐

0992-24.

0988-53‐

鳥取県

鳥取県

島根県

島根県

岡山県

岡山県

岡山県

広島県

村
田
西
尾
原
屋
田
本
中
働

西
村
中
妹
藤
士
官
山
田
兵

社保下関厚生病院

村田博愛病院

中西病院

高松病院

総合病院回生病院

松山赤十字病院

松山市民病院

高知市立市民病院

田中整形外科病院

浜の町病院

一
郎
修
夫
和
敏
熈
芳
正
夫

太
静
寿

利
憲
定
信
彰
稔
貞

全社連

医療法人

〃

共l斉及連合

医療法人

日赤

公益法人

市町村

医療注人

共緕及連合

７５０

７４７

７７０

７６０

７６２

７９０

７９０

７８０

７８０

８１０

Ｓ十３

830

811-32

８４０

８４０

８５２

８５１

８６２

８６０

８７０

８８２

８９２

９００

山口県

山口県

徳島県

香川県

香川県

愛媛県

愛媛県

高知県

高知県

福岡県

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

手
木
口
口
田
井
金
澤
村
田
任
嘉

々

井
佐
井
山
藤
福
松
金
岡
『
水
時
比

郎
進
潔
之
利
順
暢
一
雄
見
孝
實

一
説
弾
長
秀
幸
幹
高
純 譲！

久留米市津福本町４２２

宗像郡福間町231O

佐賀市水ケ江１－１２－９

佐賀市田代２－７－２４

長崎市茂里町３－１５

長崎市深堀町１－１１－５４

熊本市長嶺町２２５５－２０９

熊本市島崎２－２２－１５

大分市千代町３－２－３７

廷岡市新小路２－１－１０

鹿児島市加治屋町２０－１７

那覇市古波蔵１１３

福岡県

福岡県

佐賀県

佐賀県

長崎県

長崎県

熊本県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄県

″

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
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Ｅロ会

役職名委員 会 名 病院名 電話

療制度委貝会 委員長

副委員長

副委員長

委員長

副委員長

部会長

委員長

部会長

部会長

委員長

委員長

委員長

副委員長

委員長

委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

委員長

委員長

副委員長

委員長

委員長

委員長

副委員長

委員長

副委員長

丹野清喜

小野 肇

小西宏

若月俊一

岡本隆一

大道学

三宅浩之

菱山博文

小原知次郎

岡本隆一

士屋呂武

竹本吉夫

登内真

高橋政旗

二本杉皎

北村行彦

近藤慶二

有澤源蔵

鈴木憲輔

壱一岡一観戸Ａ

紀伊国献三

岡山義雄

岡崎通

中山耕作

中山耕作

北原哲夫

高山螢

西能正一郎

池谷曰

大道学

平野一彌

水戸済生会病院

大口東総合病院

済生会神奈川県支部

佐久総合病院

岡本病院

大道病院

関東逓信病院

福岡城南病院

小原病院

岡本病陰

済生会福岡総合病院

秋田赤十字病院

土浦協同病院

杏林大学医学部

大阪赤十字病院

優生病院

高知県立中央病院

有澤総合病院

八千代中央病院蕊
暁管理迎営委貝会

充叶鯛査部会

病院情報セン夕

巨症事故対策部会

方災対策部会

労務、福利厚生、物品部会

務医対策委日会

育委貝会

信教育委貝

床予防医学委貝

会保険委貝

〈
云
今
エ
ニ
ヱ

療経済委貝会

際委貝会

〈
ヱ
ヘ
エ

委
委

ロ
貝

織
術

学術図谷企画委貝会

雄賎編集委貝会

報委貝会

規程検討委員会

務担当

北品川総合病院

関東逓信病院

秋田赤十字病院

済生会福岡総合病院

総合病院聖隷浜松病院

大阪赤十字病院

杏林大学医学部

総合病院聖隷浜松病院

国保旭中央病院

有澤総合病院

北品川総合病院

０３－４７４－００２３

０３－４４８－６５３７

０１８８－３４－３３６１

０９２－７７１－８１５１

０５３４－７４－２２２２

０６－７７１－５１３１

０４２２－４７－５５１１

０５３４－７４－２２２２

０４７９６－３－８１１１

０７２０－４７－２６０６

０３－４７４－００２３

稔
之
夫
武
作
皎
旗
作
夫
蔵
稔

担当理事

委員長

委員長

担当理事

担当理事

担当理事

担当委員長

担当理事

代表委員

副代表委員

代表委員

野
宅
本
屋
山
杉
橋
山
橋
澤
野

本
河
三
竹
土
中
一
一
高
中
諸
有
河

際モダンホスピタルショウ

企画委日会

実行委員会

会

日本病院学会

日本人間ドック学会

日本診療録管理学会

料職業紹介事業

房診療報酬適正化推進会議

椎進委貝会

病院団体連絡協議会

浩
吉
呂
耕

政
耕
芳
源
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漂曰本病院会委員会委員名簿
1．医療制度委員会

丹野清喜委員長

小野肇副委員長

小西宏副委員長

左奈田幸夫委員

井上昌彦委員

尾崎恭輔委員

大野松次委貝

佐分利輝彦委員

紀伊国献三委員

行天良雄委員

荒井蝶子委員

大森文子委員

原俊夫委員

水戸済生会病院

大口東総合病院

済生会神奈川県支部

茨城県

神奈川県

神奈川県

東京都

東京都

神奈川県

東京都

東京都

茨城県

東京都

東京都

東京都

東京都

0292-54-5151

045-401-2411

045-６６２－４７２１

03-328-0830

03-444-6161

0463-93-1121

044-777-3251

03-203-5327

0298-53-2111

03-465-1111

03-543-6391

03-400-8331

0424-61-0052

病院システム開発研究所

北里大学

東海大学

京浜総合病院

厚生省病院管理研究所

筑波大学

曰本放送協会

聖路加看護大学

曰本看護協会

公立昭和病院

2．病院管理運営委員会

若月俊一委員長

岡本隆一副委員長

大道学委員

士屋呂武委員

菱山博文委員

小原知次郎委員

佐久総合病院

岡本病院

大道病院

済生会福岡総合病院

福岡城南病院

小原病院

水原郷病院

聖路加国際病院

県
府
府
県
県
県
県
都

野
都
阪
岡
岡
庫
潟
京

長
京
大
福
福
兵
新
東

02678-2-3131

075-611-1114

06－962-9621

092-771-8151

092-531-7031

078-521-1222

02506-2-2780

03－５４１－５１５１

員寺田一郎委

野辺地篤郎委 員

①統計調査部会

大道学部会長

三宅浩之委員

大道病院

関東逓信病院

大阪府

東京都

06-962-9621

03-448-6537

－１５４－



牧安

関田康

遠藤香

飯田信

孝委員

慶委員

牧病院

東北大学

和歌浦中央病院

北品川総合病院

大阪府

宮城県

和歌山県

東京都

06-953-0120

0222-74-llll

O734-44-l600

03-474-5861

苗 員

委
委

吾 員

②医療事故対策部

菱山博文

藤森暢路

勝守昭雄

遠藤良一

%日田健二

会

部会長

委員

福岡城南病院

藤森病院

北品川総合病院

白河厚生総合病院

関川総合病院

東海大学病院

福岡県

兵庫県

東京都

福島県

東京都

神奈川県

O92-531-7031

0792-24-1357

03-474-5861

02482-2-2211

03-803-5151

0463-93-1121

員

委
委
委

員

員

前田マスヨ委 員

③防災対策部会

小原知次郎部会長

上林三郎委員

倉持一雄委員

松井永二委員

人山和太次委員

渕沢みさえ委員

植田義雄（協力委員）

小原病院

聖路加国際病院

自治医科大学

大垣市民病院

武蔵野赤十字病院

牧田総合病院

恵寿総合病院

県
都
県
県
都
都
県

庫
京
木
阜
京
京
川

兵
東
栃
岐
東
東
石

078-521-1222

03-541-5151

02854-4-2111

0584-81-3341

0422-32-3111

03－762-4671

07675-2-3211

④労務・福利厚生・物品部会

岡本隆一部会長

加納繁美副部会長

中野進委員

本宿尚委員

星源之助委員

石橋秀雄委員

岡本病院

総合加納病院

京都四条病院

公立藤田総合病院

総合会津中央病院

目蒲病院

府
府
府
県
県
都

都
阪
都
島
島
京

京
大
京
福
福
東

０７５－６１１－１１１４

０６－３５１－５３８１

０７５－３６１-5471

024585-2121

0242-25-1515

03－759-8885
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東京．都

東京都

聖路加国際病院

武蔵野赤十字病院

石山稔委

緒方廣市委

員 03-541-5151

0422-32-3111員

3.勤務医対策委員会

土屋呂武

野辺地篤郎

安東三郎

榊原宏

石井昭郎

鍬塚登喜郎

牧野永城
長
員
員
員
員
員
員

〈室部
委
委
委
委
委
委

済生会福岡総合病院

聖路加国際病院

ﾈ申戸市立西市民病院

榊原十全病院

相模原協同病院

福岡赤十字病院

聖路加国際病院

福岡県

東京都

兵庫県

岡山県

神奈川県

福岡県

東京都

092-771-8151

03-541-5151

078-576-5251

0862-25-1921

0427-72-4291

092-521-1211

03-541-5151

4．教育委員

竹本吉夫

登内真

三宅史郎

川北祐幸

石橋秀雄

太田元次

中村了生

三宅浩之

井上幸子

内田卿子

米田啓二

黒田幸男

会

秋田赤十字病院

士浦協同病院

曰本大学

順天堂医院

目蒲病院

名古屋披済会病院

中村病院

関東逓信病院

曰本看護協会

聖路加国際病院

全国自治体病院協議会

虎の門病院

委員長

副委員長

委員

県
県
都
都
都
県
県
都
都
都
都
都

田
城
京
京
京
知
舳
京
京
京
京
京

秋
茨
東
東
東
愛
和
東
東
東
東
東

0188-34-3361

0298-23-3111

03-972-８１１１

０３－８１３－３１１１

０３－７５９-8885

052-652-7711

073431-0351

03－448-6537

03-400-8331

03-541－5151

03-261-8555

03-583-6871

員

委
委
委
委

□

貝

員

員

員委

員

委
委
委
委

員

員

員

－１５６－



5．通信教育委員会

高橋政旗委員長杏林大学医学部

竹村喬副委員長査學鴎,拾医療センター
犬塚貞光委員福岡大学病院

大町文子委員元曰本バプテスト病院

落合勝一郎委員東京文化学園

笠井良一委員元曰本バプテスト病院

栗田静枝委員元聖路加国際病院

酒井隆子委員京都市立病院

一条勝夫委員自治医科大学

都
府
県
府
都
府
都
府
県

京
阪
岡
都
京
都
京
都
木

東
大
福
京
東
京
東
京
栃

0422-47-5511

0725-56-1220

092-801-1011

（自宅）

075-701-8016

03-381-0196

（自宅）

075-451-7035

（自宅）

03-402-5613

075-311-5311

02854-4-2111

退院時疾病統計の書式標準化検討委員会

旗
夫
男
二
晃
一

政
勝
隆
丞

英

橋
条
塚
野
津
村

高
一
石
小
財
仲

都
県
都
都
県
都

京
木
京
京
賀
京

東
栃
東
東
滋
東

長
員
員
員
員
員

ロ
貝

委
委
委
委
委
委

杏林大学医学部

目治医科大学

医療情報システム
開発セン夕_

東邦大学医学部

長浜赤十字病院

厚生省統計情報部

0422-47-5511

02854-4-2111

03－586-6321

03-762-4151

07496-3-２１１１

０３－２６０－３１８１

6．医療経済委員会

有澤源蔵委員長

鈴木憲輔副委員長

岡山義雄委員

深瀬邦雄委員

岩井宏方委員

余語栄三委員

有澤総合病院

八千代中央病院

岡山病院

曰比谷病院

岩井総合病院

余語病院

大阪府

千葉県

0720-47-2606

0474-83-1555

052-221-1851

03-502-7231

０３－６５８－２１１１

052-851-6255

愛知県

東京都

東京都

愛知県
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委
委
委
委

酒泉春雄

菌部雅一

伊藤寛

石井孝宜

員 O３－３３９－２１２１河北総合病院

兵庫医科大学

伊藤会計事務所

森会計共同事務所

東京都

兵庫県

愛知県

東京都

員 0798-45-6500

052-541-0166

03-230-3861

員

員

○＝曰中友好部会□＝倫理部会会７．国際委員

新千里病院

国保旭中央病院

筑波大学

武蔵野赤十字病院

聖路加国際病院

府
県
県
都
都
都
都
都
都
都
都
県
都
府
県
県

阪
葉
城
京
京
京
京
京
京
京
京
重
京
阪
知
劇

大
千
茨
東
東
東
東
東
東
東
東
一
一
一
東
大
愛
神

□吉岡観八

○諸橋芳夫

□紀伊国献三

□高橋勝三

関武矩

久保文苗

三宅浩之

高橋政旗

□波多野誠

国重信彦

□左奈田幸夫

長
員
長
員
員
員
員

口
貝

□
貝

委

委
委
副
委
委
委
委

06-871-0121

04796-3-8111

0298-53-2111

0422-32-3111

03-541-5151

03-406-1811

03-448-6537

0422-47-5５１１

０３－２６２－９１９１

０３－３８３－１２８１

03-328-0830

0592-27-6171

03-203-5327

0720-47-2606

052-652-77111

044-63-7373

日本医薬`情報センター

関東逓信病院

杏林大学

九段坂病院

佼成病院

病院システム開発研究所

遠山病院

厚生省病院管理研究所

有澤総合病院

名古屋被済会病院

曰吉病院

□

貝

委
委
委
委
委
委
委
委
委

□

貝

員

員

遠山豪 員

泰
蔵
次
春

源
元
正

澤
澤
田
田

長
有
太
熊

○
○
○

員

員

員

員

8．臨床予防医学委員会

二本杉皎委員長

鈴木豊明副委員長

藤間弘行副委員長

安藤幸夫委員

大阪赤十字病院

東京警察病院

藤間病院

聖路加国際病院

府
都
県
都

阪
京
王
京

大
東
埼
東

０６－７７１－５１３１

０３－２６３－１３７１

０４８５－２２-0６００

０３－５４１－５１５１

－１５８－



飯田 東芝中央病院

国立久留米病院

曰本鋼管病院

京都第二赤十字病院

青森県立中央病院

三井記念病院

牧田総合病院

愛知県総合保健センター

東京都済生会中央病院

I山台市立病院

大阪赤十字病院

聖路加看護大学

ＰＬ病院

丸山病院

曰
叩 委 員

都
県
県
府
県
都
都
県
都
県
府
都
府
県

京
岡
割
都
森
京
京
知
京
城
阪
京
阪
庫

東
福
神
京
一
円
東
東
愛
東
宮
大
東
大
兵

03-764-0511

0942-21-4571

044-333-5591

075-231-5171

0177-26-8302

03-862-9111

03-762-4671

052-962-5371

03-451-8211

0222-66-7111

06-771-5131

03-543-6391

07212-4-3100

078-642-1031

宇津典彦委

大川曰出夫委

小関忠尚委

金澤鉄男委

清瀬闇委

笹森典雄委

高橋春雄委

田中剛二委

丹野三男委

寺田由紀夫委

曰野原重明委

松岡研委

三木徹委

員

員

員

員

員

員

員

□

貝

員

員

巨

貝

□

貝

員

9．社会保険委員会

優生病院

高知県立中央病院

篠崎病院

明舞中央病院

牧病院

曰本赤十字社

河北総合病院

自治医科大学

西陣病院

三井記念病院

北村行彦委員長

近藤慶二副委員長

篠崎功委員

元原利武委員

牧安孝委員

高橋政夫委員

小笠原道夫委員

一条勝夫委員

中橋彌光委員

三上晃委員

兵庫県 06-488-1851

0888-82-1211

045－371-0038

078-917-2020

06-953-0１２０

０３－４３８－１３１１

03-339-2121

02854-4-2111

高知県

神奈川県

兵庫県

大阪府

東京都

東京都

栃木県

京都府

東京都

075-461-8800

(和泉クリニック）
03-866-8432

－１５９－



会10.組織委員

岡山義雄

池谷曰

財津晃

小野肇

加納繁美

榊原宏

岩永光治

深瀬邦雄

北村行彦

星源之助

高山螢

篠崎功

平野明

愛知県

埼玉県

滋賀県

神奈川県

大阪府

岡山県

長崎県

東京都

兵庫県

福島県

東京都

神奈川県

兵庫県

岡山病院

蕨市立病院

長浜赤十字病院

大口東総合病院

総合加納病院

心臓病センター榊原病院

十善会病院

曰比谷病院

優生病院

総合会津中央病院

高山整形外科病院

篠崎病院

共立会病院

長
員
員
員
員

巨
貝

委
委
委
委
・
委

052-221-1851

0484-32-2277

07496-3-2111

045-401-3861

06-351－5381

0862-25-1921

0958-２１－１２１４

０３－５０２－７２３１

０６－４８８-1851

0242-25-1515

03-607-3260

045-371-0038

0794-31-0234

一

貝

委
委

員

委 員

一

貝

委
委
委
委
委

貝

員

員

員

会11．学術委員

岡崎通

中山耕作

北原哲夫

一条勝夫

高橋政頼

三宅史郎

三宅浩之

山本修

鎌田利雄

渡辺進

重県国立津病院

聖隷浜松病院

元東京逓信病院

自治医科大学

杏林大学

曰本大学

関東逓信病院

都立看護専門学校

北品川総合病院

成田赤十字病院

長
長
員
員
員
員
員
員
貝
役

員
類

談

委
副
委
委
委
委
委
委
委
相

05925-5-3120

県
都
県
都
都
都
都
都
県

岡
京
木
京
京
京
京
京
葉

静
東
栃
東
東
東
東
東
千

0534-74-2222

（自宅）

03-328-5610

02854-4-2111

0422-47-5511

03-972-8111

03-448-6537

（自宅）

03-941-9321

03-474-7730

0476-22-2311
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①学術図書企画委員会

中山耕作委員長

一条勝夫副委員長

聖隷浜松病院

自治医科大学

静岡県

栃木県

0534-74-2222

02854-4-2111

②雑誌編集委員会

北原哲夫委員長
(自宅）

03-328-5610元東京逓信病院

自治医科大学

東京都

栃木県条勝夫副委員長 O2854-4-2111

12．広報委員会

高山榮委員長

西能正一郎副委員長

岸口 繁委員

平野井直英委員

浅見信子委員

宇井美代子委員

木村千枝子委員

後藤清委員

平和夫委員

三上晃委員

三竹年世子委員

行天良雄参与

高山整形外科病院

西能病院

府中病院

東芝中央病院

蒲田総合病院

聖路加国際病院

東京曰立病院

駿河台日本大学病院

東京都済生会中央病院

三井記念病院

杏林大学医学部附属病院

曰本放送協会

都
県
府
都
都
都
都
都
都
都
都
都

京
山
阪
京
京
京
京
京
京
京
京
京

東
冨
大
東
東
東
東
東
東
東
東
東

03-607-3260

0764-41-2481

0725-41-1646

03-764-0511

03-738-8221

03-541-5151

03-831-2181

03－293-1711

03-451-8211

（和泉クリニック）

03-866-8432

0422-47-5511

､０３－４６５Ｆ１１１１

13．諸規定検討委員会

池谷亘委員長

大道学副委員長

大野松次委員

高山螢委員

市立病院

道病院

浜総合病院

山整形外科病院

埼玉県

大阪府

神奈川県

東京都

蕨
大

0484-32-2277

06-962-9621

044－777-3251

03-607-3260

京

局

－１６１－



浦協同病院

立陶生病院

丼病院

本病院会

茨城．県登内真委貝

寺田守委員

河井博委員

高橋彦太郎委員

士
公
河
曰

0298-23-3111

0561-82-5101

03－951-9116

03-265-0077

愛知県

東京都

東京都

〔特別委員会〕

1．病院情報センター運営委員会

三宅浩之委員長

青木禧ポロ委員

飯田信吾委員

池田博委員

一条勝夫委員

岡田行雄委員

里村洋一委員

土井義行委員

曰西義之委員

関東逓信病院

南大阪病院

北品川総合病院

前慈恵医大付属病院

曰治医科大学

日本通信協力㈱

千葉大付属病院

舞子台病院

大阪回生病院

都
府
都
都
県
都
県
県
府

京
阪
京
京
木
京
葉
庫
阪

東
大
東
東
栃
東
千
兵
大

０３－４４８己6537

06-685-0221

03-474-0023

0427-34-4898

02854-4-2111

03-468-6331

0472-22-7171

078-782-0055

06-371-6234

2．国際モダンホスピタルショウ

北品川総合病院

秋田赤十字病院

関東逓信病院

担当副会長

実行委員長

企画委員長

東
秋
東

河野稔

竹本吉夫

三宅浩之

都
県
都

京
田
京

03-474-5861

0188-34-3361

03－448-6537
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〔他団体との連携委員〕

1．病院診療報酬適正化推進会議

猪橋芳夫代表委員諸橋芳夫

有澤源蔵

竹本吉夫

登内真

北村行彦

小笠原道夫

三宅浩之

国保旭中央病院

有澤総合病院

秋田赤十字病院

士浦協同病院

優生病院

7可北総合病院

関東逓信病院

県
府
県
県
県
都
都

葉
阪
田
城
庫
京
京

千
大
秋
茨
兵
東
東

04796-3-8111

0720-47-2606

0188-34-3361

0298-23-3111

06-488－1851

03-339-2121

03-448-6537

委
委
委
委
委
委

員

員

員

員

員

員

２四病院団体連絡協議会

総合部会

猪橋芳夫

河野稔

有澤源蔵

委
委
委

員 国保旭中央病院

北品川総合病院

有澤総合病院

千葉県

東京都

大阪府

04796-3-8111

03-474-5861

0720－47-2606

員

員

税制委員会

有澤源蔵

石井孝宜

委
委

有澤総合病院

森会計共同事務所

員 大阪府

東京都

0720-47-2606

03-230-3808員

医療法委員会

池谷

大道

岡山義

藤掛

委
委
委
委

蕨市立病院

大道病院

岡山病院

藤掛第一病院

員 埼玉県

大阪府

愛知県

岐阜県

0484-32-2277

06-967-7111

052-221－1851

0582-65-5255

曰

学
雄
敏 員

員

－１６３－



医療経済委員会

院
院
院

病

中央病

京都府

千葉県

兵庫県

本
代
生

岡

八千

075-611-1114

0474-83-1555

06－488-1851

一
輔
彦

隆
憲
行

本
木
村

員

委
委
委

岡
鈴
北

員

病優員

－１６４－



会員 状況

昭和61年３月31日現在

－１６５－

都道府県名 会員数 都道府県名 会員数 都道府県名 会員数

道
森
手
田
形
城
島
木
城
馬
玉
葉
川
京
梨
野

海
奈

北
青
岩
秋
山
宮
福
栃
茨
群
埼
千
神
東
山
長

３
６
３
５
０
９
０
５
１
１
５
５
９
８
１
２

４
１
１
２
１
１
３
１
４
３
４
８
９
３
３
２

２

潟
岡
知
阜
重
賀
都
阪
良
山
庫
山
川
井
山
島

歌

新
静
愛
岐
三
滋
京
大
奈
和
兵
富
石
福
岡
広

３
２
０
４
５
１
７
７
１
１
３
０
６
９
５
９

５
６
２
２
３
２
５
６
３
７
５
２
１

７
３

１
１

１

取
根
□
川
島
知
媛
岡
賀
崎
本
分
崎
島
縄

烏

児

島
山
香
徳
高
愛
福
佐
長
熊
大
宮
鹿
沖

合計

１
２
８
１
３
０
５
１
６
７
６
０
１
０
７

１
１
２
１

４
２
７

３
１
１
１
１

2．０１４

昭和60年４月１日 昭和61年３月３１日 増減

正会員

賛助会員Ａ

Ｂ

Ｃ

，

０
３
４
０
７

０
５
３
１
９

９
１
１

９

１ ４
１
７
１
３

１
５
３

９

０
１
１

２

＋114

△２

＋３

△９

△４

計 2．２９４ 2．３９６ ＋１０２




